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第 1 編 総 説 

第 1 章 概要 

第 1 節 臨海副都心線整備計画の経緯 

 臨海副都心線は、建設途上において整備が中断された新木場・大井埠頭間の京葉線を

有効活用し、東京都が進める臨海副都心開発計画を促進するとともに、JR 埼京線及び京

葉線と接続することにより、首都圏を取り巻く広域的なネットワークの整備に資する路

線として計画されたものである。 

 東京都は、東京圏の中核として諸機能の高度化が進んだことなどに起因する一極集中

が大きな問題となっている中で、都心部における業務機能の過度の集中を抑制し、東京

を職と住の均衡のとれた多心型都市として発展させることを政策の基調として諸施策を

展開してきた。昭和 61 年 11 月の「第二次東京都長期計画」おいて、都市構造の一極集

中から多心型への転換とともに、国際化、情報化に対応すべく東京港 13 号埋立地を中心

とする臨海部に 7 番目の副都心、臨海副都心「東京テレポートタウン」の開発を進める

ことを決定した。また、臨海副都心及び周辺地域の開発促進には内陸既成市街地との交

通アクセスの充実・強化及び広域的な交通ネットワークの形成が不可欠として、昭和 62

年 6 月の「臨海副都心開発構想」の中に、「京葉貨物線の一部区間（新木場～臨海副都心）

の旅客線としての活用を促進しながら、さらに羽田・鶴見までの旅客化及び大崎への接

続について検討する。」との記述で、臨海副都心地域への効率的な大量輸送機関として、

京葉貨物線の活用による臨海副都心線の整備を位置付けた。 

 一方、国においては、昭和 60 年の運輸政策審議会答申第 7 号において、具体的な記述

ではないものの、昭和 58 年以来建設が凍結されていた京葉線の新木場～東京貨物ターミ

ナル間(延長約 7.8km)について、既投資施設の有効活用を図る観点から、「貨物線への旅

客電車の乗入れについても、今後の貨物需要の動向を勘案しつつ検討を進める」との答

申を受け、運輸省、東京都、国鉄清算事業団、JR 東日本、鉄道公団及び学識経験者等か

らなる「東京臨海部交通ネットワーク整備計画調査委員会」を設置し（昭和 62～63 年度）、

「臨海副都心開発との整合を図りながら京葉貨物線の有効活用により臨海部の交通ネッ

トワークの整備を図る」との方向を示した。 

 また、平成元年の関東地方交通審議会では、臨海部新線として「大量輸送機関である

高速鉄道として、現在整備が保留されている貨物線を活用する新木場から臨海副都心を

経由して大崎及び羽田・鶴見方面に至る臨海部新線の整備については、開発主体をはじ

め関係者間で、ルート、事業主体、開発利益の整備費への反映方法等につき協議調整を

行うことにより、検討を進めるものとする。」との答申がなされた。 

 こうした動きを受け、東京都は、臨海副都心線の整備について具体化することとなり、
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平成 2 年 1 月に運輸省、建設省、東京都、営団、JR 東日本、鉄道公団、日本開発銀行、

国鉄清算事業団及び学識経験者からなる「京葉貨物線旅客化延伸調査委員会」（座長：東

大工学部新谷洋二教授）を設置し基本的な整備計画をまとめた。 

 また、平成 2 年 4 月に策定された「東京フロンティア基本計画」の中で、平成 6 年 4

月から臨海副都心を会場として、会期 200 日程度、入場予定者数 2,000 万人の都市博覧

会を開催することが決定され、期間中の入場者の輸送力確保の必要性が生じたこともあ

り、平成 2 年 11 月に策定した「第三次東京都長期計画」において、「臨海副都心への交

通アクセスを強化し、東京の都市構造を多心型へ再編・誘導するため、第三セクターへ

の出資、補助を前提に平成 12 年の開業を目指し、京葉線の旅客化と大井町・大崎方面へ

の延伸を図るとともに平成 6 年 4 月までに新木場～東京テレポート間を部分開業する」

としてとりまとめた。ここにおいて、臨海副都心線は整備事業の骨格が示され、平成 5

年度末の新木場～東京テレポート間開業に向け建設を進めることとなった。 

 しかし、平成 3 年 3 月の東京都第一回定例都議会において、臨海副都心開発計画及び

東京フロンティア計画の見直しを図るべきとの議論がなされ、臨海副都心開発関連の予

算が否決されたことから、東京都は、臨海副都心開発計画や都市博覧会計画を見直し、

あわせて臨海副都心線の整備計画についても再検討することとなった。同年 8 月には「臨

海副都心開発等再検討委員会第一次報告」が提出され、その後の「臨海開発等特別委員

会」、「第三回定例都議会」での審議及び平成 3 年 10 月の「臨海副都心開発・東京フロン

ティア推進会議」を経て第一次報告の内容が都の方針として決定された。これにより、

臨海副都心線については、平成 8 年 3 月に延期された「東京フロンティア」の開催に合

わせて新木場～東京テレポート間（第一期事業区間）の整備を行うこととし、引き続き

東京テレポート～大崎間（第二期事業区間）の整備を平成 12 年開業を目標に進めること

となった。 

第 2 節 臨海副都心線建設の経緯 

1．第一期区間（新木場～東京テレポート） 

 東京都は、平成 3 年 2 月 5 日に第一期事業区間（新木場～東京テレポート）4.9km の

第一種鉄道事業免許を申請し、同年 11 月 1 日に免許を取得した。運営主体については、

当初東京フロンティア協会による期間限定免許取得を考えていたが、関係省庁との協議

の結果、東京都を中心とする第三セクター東京臨海高速鉄道が設立されることとなった

（平成 2 年 12 月 26 日設立発起人会、3 年 3 月 12 日設立登記）。その後、平成 3 年 11 月

20 日に東京臨海高速鉄道は工事施行認可を申請し、平成 4 年 2 月 26 日第一期事業区間

（新木場～東京テレポート）の工事施行認可を受けた。 

 第一期区間（新木場～東京テレポート）の工事については、平成 4 年 1 月 30 日、鉄道
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公団が工事の施行受託要請を受け、公団法第 19 条第 2 項第 2 号の規定に基づき同年 2

月 5 日運輸大臣に同区間の工事の受託の認可申請を行い、工事施行認可と同日付けで認

可を受けたことから鉄道公団の受託工事となり、平成 4 年 3 月に工事着手し、順調な進

捗を得て、予定どおり平成8年3月31日に新木場～東京テレポート間4.9kmを開業した。 

2．第二期区間（東京テレポート～大崎） 

 第二期区間である東京テレポート～大崎間については、平成 12 年全線開業を目指し、

東京臨海高速鉄道が第一種鉄道事業免許を平成 6 年 3 月 29 日に申請し、同年 5 月 12 日

に取得した。翌 7 年 4 月 25 日には施行認可申請を行ったが、平成 7 年 5 月の「世界都市

博覧会」中止決定及び同年 6 月の青島東京都知事による臨海副都心開発計画見直し表明

を受け一旦取り下げを余儀なくされた。その後、東京都の「臨海副都心開発懇談会」で

の検討結果を踏まえ、平成 7 年 11 月 10 日に再度施行認可申請を行い、同年 12 月 28 日

に施行認可を受けたことから、東京臨海高速鉄道は、平成 8 年 1 月 29 日運輸大臣に東京

テレポート～大崎間について鉄道公団工事の申し出を行い、同年 2 月 8 日、鉄道公団に

対し建設の指示がなされ、鉄道公団民鉄線工事として同年 10 月に着工された。なお、大

崎駅手前 500m 間については JR 大井工場施設や営業中の活線の大規模な移設を要する区

間であり、工事費も膨大で将来計画の深度化に伴って大幅な計画変更を生じる要因を抱

えており、施行認可時点で予算額を算定するには未確定要素があまりにも多いこと等か

ら、当該区間についてはある程度予算運用が柔軟な東京臨海高速鉄道の自社工事として

設定し、民鉄線工事の範囲から除外されることとなった。 

 開業予定期日は、臨海副都心開発計画の平成 3 年及び平成 7 年の 2 度の見直しで着手

が遅れることとなったが、平成 12 年 12 月に据え置かれたままであり、実質的な工事期

間が短縮されて実行困難な期日となっていた。 

 このような状況に対して、臨海部開発促進のための臨海副都心線の早期整備を図るべ

く、東京都の強い要請を受け、平成 8 年 7 月 29 日に東京都、東京臨海高速鉄道及び鉄道

公団の三者からなる「三者協議会」が設置され、早期整備に向け検討を行うこととなっ

た。 

 「三者協議会」は、平成 8 年 7 月から平成 10 年 10 月までの間に都合 17 回開催され、

工程短縮の可能性やこれを実現するための関係機関への協力要請及び工法変更等による

工事費の増加等について検討審議を行った(表 1-1-2-1、表 1-1-2-2)。 

 

 

 

 

 －3－



表 1-1-2-1 東京都との協議経緯概要 

年 月 日 内               容 

平成 8年 7月12日 瀬田副知事が総裁に早期完成の陳情 

平成 8年 7月29日 第 1 回三者協議会（「三者協議会」設置） 

平成 8年11月 7日 総裁、副知事に早期開業の検討経過を報告 

平成 9年 2月 6日 三者で確認書を締結（工法変更、増額の了解） 

平成 9年 4月23日 総裁、副知事に検討結果を報告 

平成 9年 9月18日 都が工期短縮案の検討要請（大井町スルーを含む 4 ケース） 

平成 9年11月18日 都要請の短縮案について検討結果を報告 

平成 9年11月20日 都が目標工期を提案 

平成 9年12月16日 都提案の検討結果を報告（暫定開業は検討） 

平成10年 1月22日 

 

暫定開業の検討結果を報告 

［全線開業：平成 14 年 12 月、暫定開業：平成 13 年 6 月］ 

平成10年 7月 2日 港湾局が臨海開発の急進展に鑑み都市計画局に工期短縮を強く要請 

平成10年 7月 3日 

 

都が港湾局の意向を踏まえて工期短縮の検討を強く要請［全線開業：平成 14 年

9 月、暫定開業：平成 13 年 3 月（12 年度）］ 

平成10年 7月31日 

 

都に検討結果を報告［全線開業：平成 14 年中（協議・工事の状況により判断）、

暫定開業：平成 13 年度初］ 

平成10年 9月11日 

 

総裁、副知事に検討結果を報告（同上）、副知事から天王洲の暫定開業を 13 年

度初から 12 年度内に、また全線開業を 14 年中から 14 年の早い時期にと要望。

平成11年 2月 8日 

 

東京都、臨海副都心線の開業時期公表［全線開業：平成 14 年 12 月、暫定開業：

平成 12 年度末］ 

 

表 1-1-2-2 事業の経緯 

1983年(昭和58年) 7月 京葉貨物線(新木場～東京貨物ターミナル)の建設凍結 

1985年(昭和60年) 7月 運輸政策審議会が京葉貨物線の旅客化を答申 

1987年(昭和62年) 6月 

 

 

 

東京都｢臨海部副都心開発基本構想｣発表 

 ｢京葉貨物線の一部区間(新木場～臨海副都心)の旅客線としての活用を推

進しながら､さらに羽田･鶴見までの旅客化及び大崎への接続について検

討｣との方向付けがなされる｡ 

1989年(平成元年)10月 関東地方交通審議会東京部会が臨海部新線を答申 

1990年(平成 2年)11月 

 

 

 

｢第三次東京都長期計画｣発表 

 ｢臨海副都心への交通アクセスを強化し、東京の都市構造を多心型へ再編･

誘導するため｣、京葉線の旅客化延伸事業の推進を計画化  

 （新木場～東京テレポート～大井町～大崎） 

1990年(平成 2年)12月 

 

｢東京臨海高速鉄道株式会社｣設立発起人会開催 

(発起人:東京都､東日本旅客鉄道株式会社､金融機関四行等 8 名) 

1991年(平成 3年) 3月 

 

｢東京臨海高速鉄道株式会社｣設立 

(出資者:東京都､東日本旅客鉄道株式会社等 75 団体) 

1991年(平成 3年)11月 第一期区間(新木場～東京テレポート)の第一種鉄道事業免許取得 

1994年(平成 6年) 5月 第二期区間(東京テレポート～大崎)の第一種鉄道事業免許取得 

1996年(平成 8年) 3月 第一期区間開業 

2000年(平成12年) 6月 路線愛称名｢りんかい線｣を決定(9 月より使用開始) 

2001年(平成13年) 3月 第二期区間（東京テレポート～天王洲アイル）（暫定開業） 

2002年(平成14年)12月 第二期区間（天王洲アイル  ～大崎）（全線開業） 

 開業期日については、二期区間の事業費には平成 12 年度開業を前提とした進出企業の
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負担金を得ていることもあり、できる限り早い整備が不可欠であるとの認識のもと、東

京テレポート～天王洲アイル間については平成 12 年度末に暫定開業、大崎までの全線開

業は平成 14 年 12 月とすることが三者間で合意され、平成 11 年 2 月にこの旨が公表され

た（資料 1-1-2-1）。     

 なお、工事完成期限の延伸に伴う行政手続きについては、関東運輸局との協議の結果、

平成 12 年度の鉄道公団の予算（事業計画）が確定した時点(12 年 4 月政府予算案確定後)

で行うこととされ、併せて、天王洲アイルまでの部分開業のための信号・通信等の暫定

設備の変更手続きについては、部分開業区間の工事発注期限の関係から全線対応の工事

計画変更の中に途中段階の変更を含めた認可申請を平成 12 年 1 月に行うこととされた。 

資料 1-1-2-1 臨海複都心線の開業時期について 
 

都 市 計 画 局          
港 湾 局          

東京臨海高速鉄道㈱ 
 

臨 海 副 都 心 線 の 開 業 時 期 に つ い て 
 

 臨海副都心線大崎延伸（東京テレポート駅～大崎駅間約7.3ｋｍ）につきましては、                                        
東京都の第三セクターである東京臨海高速鉄道株式会社が、平成12年12月の全線開業                                         
をめざし、建設事業を進めてまいりました。しかし、予想外の難工事となったことなどか                                         
ら、当初の目標達成が困難な状況となり、今後の工事工程について検討した結果、やむを                                         
得ず開業時期を見直すことにいたしました。今後、必要な行政手続きを経たうえで、平成                                         
12年度末を目途に東京テレポート駅から天王洲駅（仮称）までを暫定開業し、平成14                                         年
12 月を目途に大崎駅までの全線を開業することといたします。 
 
1 遅延理由 

これまでの支障物や埋設物の移設協議等の迅速化や工期短縮に資する施工方法の採用等
を行い、平成12年12月の開業を目指したが、東品川駅付近において地下約50ｍに                                        
伏流水の存在が判明し遮水対応が必要になったこと、大井町駅付近において建物の受け                                        
替え工事等を狭隘な敷地で行なわざるを得ず、予想以上の工期を要すること、全線にわ                                        
たり市街地での厳しい条件下での工事となること等から、結果的に開業が遅れる見通し                                         
となりました。 
2 今後の対応 
 東京都及び東京臨海高速鉄道株式会社は、新たな開業目標を目指し、全力で整備を推                                       進し

てまいります。 
 また、臨海副都心線の全線開業までの輸送力増強対策として、以下の対策を実施して                                       まい

ります。 
 (1) 臨海副都心への通勤対策として、暫定開業に合わせ、品川駅から臨海副都心線天王                                       

洲駅（仮称）間のバス輸送について、輸送需要の増加を踏まえ便数を増加するなど利                                       
便性の向上等を図る。 

 (2) 新交通「ゆりかもめ」の新橋駅を平成12年度末の開業を目途に整備し、車両増備                                      に
より輸送力の増強を図る。 

 (3) 品川駅と臨海副都心とを結ぶバス路線網を充実するなど輸送力の増強を図る。 
 
なお、以上の対策に留まらず、今後とも関係者と調整のうえ、臨海副都心への交通ア                                       ク

セスの充実を図ってまいります。 
 

都民の皆様及び関係する方々には大変ご迷惑をおかけしますが、今後とも、皆様のご理                                         
解、ご協力をお願いいたします。 

 

○計画と事業全般について ○工事の進捗等について 

都市計画局施設計画部新線計画担当副参事 東京臨海高速鉄道株式

野崎 誠貴 都庁内線 30-431 電話 5388-3281 設部建設課長 

○臨海副都心開発について        田中 祥夫 

港湾局開発部整備計画担当課長                 5564-

会社 

電話 

2372 

飯 尾 豊 都庁内線 43-420 電話 5320-5584
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第 3 節 工期短縮等に伴う総額改定 

 第二期区間（東京テレポート～大崎間）については、極めて厳しい施工環境の中、開

業時期が大幅に早まり、特に、東京テレポート駅～天王洲アイル駅間については平成 13

年3月31日の暫定開業とされたため大幅な施工計画の変更や諸協議での計画変更が不可

避となり、建設費の低減を図る努力をしたが、建設費総額が増嵩することとなった。 

 工期短縮に伴う工法変更の検討にあわせて、より確実な工程確保を図るため、各駅部

や車両基地の施工計画や地質条件の精査による見直し、さらに JR 東日本、東急電鉄との

具体的協議の進展を踏まえた見直しを行った。この結果、当初建設費総額に大きな乖離

が生じたため総額改訂を余儀なくされ、認可時の工事費 219,160 百万円を 44,240 百万円

増額し 263,400 百万円に変更した。 

1．工事計画変更の概要 

 施工計画の主な変更点は、次のとおりである。 

① 品川シーサイド駅を 5 層構造から 3 層構造に変更 

② 大井町駅の中央く体構造を RC 構造から S 構造に変更 

③ 第 2 広町トンネルを一部非開削に変更 

④ 車両基地の位置変更及び規模の見直し 

 施工条件の相違及び協議等の結果による主な見直し点は次のとおりである。 

① 品川シーサイド駅部での伏流水に対処するため泥水固化壁を RC 連壁に変更 

 ②東急大井町線の交差に伴う協議による見直し 

2．認可額の変更経緯 

東京臨海高速鉄道は、平成 7 年の施行認可において総額 2,192 億円で認可を受けたが、

これは、平成 3 年度の基礎価格に平成 7 年度までの物騰を加えて平成 7 年度の基礎価格

とし、平成 12 年度完成までの物騰・消費税を考慮し設定したものである。 

改訂した建設費総額は、平成 10 年 12 月に東京臨海高速鉄道と鉄道公団との間で確認

された工事行程、諸設備に対し、計画、施工方法を精査したものであり、平成 10 年度価

格で算出した基礎額 2,526 億円に物騰 24 億円、消費税 84 億円を加え総額 2,634 億円と

したものである。東京臨海高速鉄道建設部長と鉄道公団東京支社工事第二部長間覚書（平

成 11 年 3 月 12 日付け）により総額の確認を行っている。 

        総 額 変 更 内 訳                  （単位：百万円） 
総 額 変 更 内 訳 

科  目 
旧 金 額 新 金 額 増 減 額 

用  地 26，403 25,397 △1,006 

路  盤 159,517 193,429 33,912 

開業設備 28,436 38,681 10,245 

工事附帯 4,804 5,893 1,089 

合  計 219,160 263,400 44,240 
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第 4 節 大崎駅における埼京線との相互直通化 

臨海副都心線が鉄道ネットワークとして効率的に機能するための一つに、大崎駅で JR

埼京線との相互直通があった。このため、東京臨海高速鉄道は平成 3 年より JR 東日本と

実現に向けて調整を開始し、相互直通運転の必要性について、「東京の都市構造の再編に

資する観点から広域的交通施設の効率的な整備の必要性があり、沿線での開発プロジェ

クトとの相乗効果等に加えて、これをもって首都圏鉄道ネットワークの完成に寄与する」

とし、相互直通化に対する投資についても、大崎駅及び大井町駅での施設整備、車両基

地整備及び臨海副都心線の大崎駅乗り入れに伴う支障施設の整備を行うとした。 

これに対し、JR 東日本は、一般論として他社線との相互直通に対して積極的な考えは

ないものの、大崎駅での接続場所について、JR 東日本用地内での接続（貨物線敷へのホ

ーム新設）は、大井工場の大幅な施設変更を伴うこと等から民地を取得して接続をすべ

きとの見解であった。しかし、民地取得方式は関係住民の理解を得ることや他の関連事

業との調整が困難になる等の問題があり、工程に大幅な支障をきたす恐れがあることか

ら、引き続き JR 東日本と協議・検討を行った結果、大井工場の施設変更が可能であるこ

とが明らかとなり、所要の費用を東京臨海高速鉄道が負担することを条件として合意が

得られた。これを受け、平成 6 年 3 月に東京都、東京臨海高速鉄道、JR 東日本の三社で

「臨海副都心線第二期事業に関する基本覚書」（資料 1-1-4-1）を締結した。なお、この

時点では、線路設備は相互直通運転が可能な設備とするものの、相直運転の可否につい

ては時期尚早として整理されていた。 

また、大崎駅の施設については、2 面のホームのそれぞれ延長、幅員の 1/2 づつ、す

なわち、ホーム全体の 1/4 の面積に東京臨海高速鉄道の財産権が設定され、その面積の

割合は JR 東日本が 2/3、東京臨海高速鉄道が 1/3 とされた。 

その後、平成 11 年に相互直通運転の実施に向けた JR 東日本と東京臨海高速鉄道との

調整会議を設置して検討を行い、平成 13 年 12 月に「列車の相互直通運転に関する覚書」

を締結した（資料 1-1-4-2）。 

また、調整会議の下部組織として運転、設備、営業の作業部会を設置し、運行計画、

設備計画、営業業務について実務レベルでの調整を行った。 
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第 5 節 ルート選定と沿線開発の概要 

1．ルートの概要 

 東京テレポート駅から大崎駅の第二期区間では、東京港を横断し品川埠頭までは第一

期区間に引き続き旧京葉貨物線構造物を活用し、品川埠頭から東京貨物ターミナルに向

かう旧京葉貨物線部分は、車両基地線として約 3.6ｋm 先の東京貨物ターミナル駅海側に

設置した車両基地に接続することとした。一方、本線部分は、品川埠頭で旧京葉貨物線

のシールドトンネルを取り壊して分岐部を新築し、新線として京浜運河、東京モノレー

ル、首都高速道路と交差し、東京モノレールとの接続駅ともなる天王洲アイル駅に至る。

天王洲アイル駅からは区道補助 160 号線直下を南進し、再開発が行われている東品川地

区の品川シーサイド駅に至る。品川シーサイド駅からは一部民地下を通過し、直角に交

差する区道補助 26 号線下に入り、京浜急行線、第 1 京浜道路と交差し、JR 京浜東北線

及び東急大井町線の大井町駅と隣接する大井町地下駅に達し、地上の両駅に連絡する。

大井町駅からは JR 東日本の高層住宅及び品川区防災センター下をアンダーピニングに

より受け替えて通過し、JR大崎支線線路下を縦断的に横断して JR山手線大崎駅に至る。

なお、大崎駅では JR 埼京線と相互直通運転を行う。 

2．ルート案の検討 

 第二期区間は、大崎駅を終点とすることが既定であったが、ルートについては、旧京

葉貨物線が東京港を渡り、品川埠頭で東京貨物ターミナル方向へ左に大きくカーブする

地点より大崎駅までの間についていくつかの案が検討された。 

(1)当初比較検討案 

  平成 3 年 3 月の東京臨海高速鉄道設立前は、昭和 63 年度、平成元年度及び 2 年度に東

京都都市計画局がルートの検討を行った。その際の選定の基本方針と具体的なルート案

は以下のとおりである。 

ア、ルート選定の基本方針 

 ルート選定の基本的考え方は次のとおりである。 

 ①施工済みの構造物を極力活用する（経済性）。 

 ②道路下を活用して民地使用を最小限とする（経済性、工期）。 

 ③両端駅で他鉄道路線と相互直通運転可能な配線とする（ネットワーク化）。 

 ④中間駅では他鉄道駅との乗換の利便性について配慮する（旅客サービス）。 

 ⑤将来的に鶴見ルートへの延伸を考慮する（長期展望）。 

イ、検討したルート案（図 1-1-5-1） 

①補助 26 ルート（大井町経由） 

 若潮橋の先を分岐部とし、新幹線基地線、東京モノレールを横断して、八潮橋の先か
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ら補助 26 号線の下を通り、京浜急行線、JR 京浜東北線を横断して、大井町駅を経由す

る。そこから、JR 高層住宅及び JR 大井工場下を通って地上に出て、山手線大崎駅の西

側に到着する。 

②環 6A ルート（新馬場経由） 

品川埠頭を分岐点として新幹線基地線、京浜運河、東京モノレール下を横断し、都道

環状 6 号線下を通り、京浜急行新馬場駅を経由した後、三共製薬工場群、山手電車区、

大井工場の入出区線を過ぎたところで地上に出て、山手線大崎駅の西側に到達する。 

図 1-1-5-1 検討ルート 

③環 6B ルート（新馬場経由） 

 分岐点から新馬場駅までは環 6A ルートと同じであるが、京急新馬場駅から南に下り、

目黒川、東海道本線、京浜東北線下を通過して、さらに山手電車区、大井工場を横断し

たところで地上に出て、山手線大崎駅の西側に到達する。 

④補助 160 ルート（大井町経由） 

  分岐点から、東京モノレール下を横断するまでは環 6 ルートと同じであるが、東京モ
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ノレールを横断した後、天王洲アイル通りを左に曲がり日本たばこ工場跡地を通過後、

海岸通付近からは補助 26 ルートと同じである。 

⑤補助 146 ルート（大井町経由） 

 分岐点から東京モノレール下を横断するまでは環 6 ルート及び補助 160 ルートと同じ

であるが、東京モノレールを横断した後、環 6 ルートと補助 160 ルートの中間を通り、

海岸通りの下を南下して、京浜急行線の手前からは補助 26 ルートと同じである。 

⑥補助 28 ルート（大井町経由） 

 補助 26 ルートと同様の位置で分岐した後、すぐに右に曲がり補助 28 号の下を通り、

大井町駅の手前から補助 26 号の下を通り、その後は補助 26 ルートと同じである。 

 まずこの 6 案を大井町経由ルートと新馬場経由ルートに大別して比較検討を行い、臨

海部へのアクセシビリティ、他路線との連絡、都市計画等との整合性や将来の開発可能

性の観点から「大井町経由ルート」が選定された（表 1-1-5-1(1)～(2)）。 

表 1-1-5-1 大崎ルートの比較（1） 

ルート案 
延長 

(所要時分) 
接続駅及び乗換利便性 到 達 時 間 沿線開発状況 概算建設費（億円） 用地買収及び工事の容易性 そ  の  他 

 
京急新馬場駅 
 
 

 
環6 
ルート 
（A案） 
 
 
JR大崎駅 
改良を考え
ない場合 

 
10.2km 

 
（12分） 

  
両駅のホーム端がやや離れ
る。 
 
乗り換え時間を要する。 
 
 

 
東京都心方面 
（東京テレポート駅
 ～東京駅）約22分
 
新宿副都心方面 
（東京テレポート駅
 ～新宿駅）約21分
 
神奈川方面 
（東京テレポート駅
 ～川崎駅）約30分

 
 
・天王洲開発計

画 

・新馬場駅周辺
には開発計
画はない。

 

 
 
追加投資額約1,280
 
既投資建設費 860
 
 （建設利子を含
む） 
 
         
 約 2,140

 
・民地下の整備区間が850mと長

く用地買収等が困難である。 
 
・ビル、工場等大規模な建物の
受け替えが必要となる。 

 
・JR山手電車区、大井工場の入

出区線の分岐部下を斜角で交
差する（約 70m）ため活線施
工となる。 

 
・大崎駅構内の配線計画上

に制約が生じ、他路線の
乗入れ計画に支障をき
たす。 

・環状6号には地下で首都
高速中央環状品川線を
通す計画があり調整が
必要である。 

 
京急新馬場駅 
 
 

環6 
 ルート 
（B案） 
 
 
JR大崎駅 
改良を考え
た場合 
 

 
11.1km 

 
（13分） 

  
両駅のホーム端がやや離れ
る。 
 
乗り換え時間を要する。 
 
 

 
東京都心方面 
（東京テレポート駅
 ～東京駅）約22分
 
新宿副都心方面 
（東京テレポート駅
 ～新宿駅）約22分
 
神奈川方面 
（東京テレポート駅
 ～川崎駅）約29分

 
同上 

 
 
追加投資額約1,470
 
既投資建設費 860
 
（建設利子を含む）
 
         
 約 2,330

 
・民地下の整備区間が約 1200m
と長く、用地買収等が困難で
ある。 

 
・JR大井工場の中心部を横断す

るため、受け替え等が必要と
なる。 

 
・環状6号には地下で首都

高速中央環状品川線を
通す計画があり調整が
必要である。 

 

 
JR大井町駅 
東急大井町駅 
 

 
補26 
 ルート 
 

 
 

12.2km 
 

（15分） 
 
 
 

JR 大井町駅と直交する位置

に設置。 

 

乗り換え時間が少ない。 

 
東京都心方面 
（東京テレポート駅
 ～東京駅）約22分
 
新宿副都心方面 
（東京テレポート駅
 ～新宿駅）約23分
 
神奈川方面 
（東京テレポート駅
 ～川崎駅）約26分

 
・大井町駅周辺

は品川区の
中心核とし
て、再開発・
区画 

 整理・駅ビ
ル等の事業が
実施中。 
 
・沿線に開発
余力のある準
工業地域が点
在する。 

 
 
追加投資額約1,300
 
既投資建設費  860
 
（建設利子を含む）
 
         
 約 2,160

 
・現在整備中の都市計画道補26

号下を活用するため、民地支
障がほとんどない。 

 
・大井町周辺の道路幅が約 15m
であり、工事に際して沿道対
策が必要である。 

 
・地元品川区では、駅周辺

整備に合わせて、大井町
を経由する本路線の早
期実現に向けて促進協
議会を設置し各種活動
を積極的に展開してい
る。 

 
 

   （注） ① 既投資建設費は S.61 年度現在。追加投資額には大崎駅、新木場駅、車両基地の用地費及び車両費は含まない。 

       ② 延長・所要時間は、新木場～大崎間。表定速度は 50km/h とした。 
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表 1-1-5-1 大崎ルートの比較（2） 

ルート案 
延長 

(所要時分) 
接続駅及び乗換利便性 到 達 時 間 沿線開発状況 概算建設費（億円) 用地買収及び工事の容易性 そ  の  他 

 

JR大井町駅 

東急大井町駅 

 

 

補160 

 ルート 

 

 

 

 12.2km 

 

（15分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR大井町駅と直交する位

置に設置。 

 

乗り換え時間が少ない。 

 

 

 

東京都心方面 

（東京テレポート駅

 ～東京駅）約22分

 

新宿副都心方面 

（東京テレポート駅

 ～新宿駅）約23分

 

神奈川方面 

（東京テレポート駅

 ～川崎駅）約26分

 

・天王洲開発計画

 

・大井町駅周辺は

品川区の中心核と

して､再開発･区画

整理・駅ビル等の

事業が実施中。 

 

 

・沿線に開発余力

のある準工業地域

が点在する。 

 

 
追加投資額約1,510
既投資建設費   860
 
（建設利子を含む）
 
         

 約 2,370

 

・民地下の整備区間が約500m
あり、用地買収、工事用道
路の確保等が困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道の平面線形は
直線区間が長く高
速運転に適してい
る。 

 

・補26ルートに比較
して京葉貨物線施
工済区間の約 1km
の有効活用が図ら
れない。 

 

 

JR大井町駅 

東急大井町駅 

 

 

補146  

 ルート 

 

 

 

 

 

 12.1km 

 

（15分） 

 

 

JR大井町駅と直交する位

置に設置。 

 

乗り換え時間が少ない。 

 

東京都心方面 

（東京テレポート駅

 ～東京駅）約22分

 

新宿副都心方面 

（東京テレポート駅

 ～新宿駅）約23分

 

神奈川方面 

（東京テレポート駅

 ～川崎駅）約26分

 

同上 

 

 

追加投資額約1,530
 
既投資建設費   860
 
（建設利子を含む）
 
         

 約 2,390

 

・民地下の整備区間が約1km
あり、用地買収、工事用道
路の確保等が困難である。 

 

 

 

・鉄道の平面線形は
直接区間が長く高
速運転に適してい
る。 

 

・補26ルートに比較
して京葉貨物線施
工済区間の約 1km
の有効活用が図ら
れない。 

 

 

JR大井町駅 

東急大井町駅 

 

JR大井町駅と直交する位

置に設置。 

 

乗り換え時間が少ない｡ 

 

 

 

補28 

 ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.0km 

 

（14分） 

 

 

 （京急青物横丁駅） 

 

京葉線駅が京急青物横丁

駅のホーム端に位置す

る。 

 

東京都心方面 

（東京テレポート駅

 ～東京駅）約22分

 

新宿副都心方面 

（東京テレポート駅

 ～新宿駅）約23分

 

神奈川方面 

（東京テレポート駅

 ～川崎駅）約26分

 

・大井町駅周辺は
品川区の中心核
として、再開
発・区画整理・
駅ビル等の事業
が実施中。 

 

・沿線に開発余力
のある準工業地
域が点在する。

 
 
追加投資額約1,470
 
既投資建設費   860
 
（建設利子を含む）
 
         

 約 2,330
 
 
 

 

・分岐部でレベルが拘束され
るため京浜運河付近で大
井北埠頭橋、東京モノレー
ル、首都高1号線等の大規
模な受け替え工事が必要
となる。 

 
・民地下の整備区間が約400m

あり、用地買収、工事用道
路の確保が困難である。 

 

・鉄道の平面線形は、
道路下を有効活用
するため急曲線が
多い。 

 

・補助28号は、部分
的に拡幅整備済で
あるが、京急青物
横丁駅付近が未整
備である。 

   （注） ① 既投資建設費はS.61年度現在。追加投資額には大崎駅、新木場駅、車両基地の用地費及び車両費は含まない。 
       ② 延長・所要時間は、新木場～大崎間。表定速度は50km/hとした。 

ウ、ルートの絞り込み 

 平成元年度調査に引き続き行われた平成2年度調査では、大井町経由ルート4案の内、

縦断線形、他路線との接続、開発計画等の観点から補助 26 ルート及び補助 160 ルートに

絞り込んで検討を深度化した。 

 補助 26 ルートと補助 160 ルートの比較にあたっては、沿線の状況、施工の難易度、都

市計画との整合、新駅設置の可能性、用地取得の難易度、既設構造物の活用、建設費及

び収支採算性等について検討を行った（表 1-1-5-2）。しかし、調査の深度化に伴い、他

施設との交差（首都高中央環状品川線、NTT 洞道建設計画）、品川区の防災センター建設

計画、大崎駅への乗り入れ方法等の調整すべき課題や分岐部付近等の施工計画上の問題

が判明した。これらはいずれも工事費や工期に密接に関連することから最終決定にあた

っては十分検討を要するものの、鉄道事業者としての免許申請時期が近づいていたこと

から補助 26 ルートを基本ルートとして採用した。 
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表 1-1-5-2 補 26 ルートと補 160 ルートの比較 

項  目 補 助 26 号 ル ー ト 補 助 160 号 ル ー ト 

1.ルート延長 ・新木場・大崎間 12.2km（分岐部～大井町～大崎 4.3km）・新木場・大崎間 12.2km（分岐部～大井町～大崎 5.3km） 

2.分岐部計画 

 ①分岐位置 

 ②分岐方法  

 ③分岐部の構造 

  

 ④施工方法・条件 

 

[分岐部～両ルート合流点] 

・大井火力発電所付近（上り7k840m付近、下り8k220m付近）

・大崎方を分岐側とする立体交差。16♯分岐を使用し60km/h

運転は可能。 

・既設（下り）の単線Boxを複線トンネルに改築し、新幹線

回送線下横断はシールドトンネルとなる。 

・大汐線は、工事期間中「単線運転扱い」とし、新幹線回送

線との近接（最小離隔3.5m）施工となる。 

・相当延長の既設構造物の改築が必要となる（下りL＝360m、

上りL＝380m）。 

・大井清掃工場内の建物等の受替えが必要。 

[分岐部～両ルート合流点] 

・品川埠頭付近（6k830m付近） 

・大崎方を分岐側とする平面交差。16♯分岐を使用し60km/ｈ運転は可能。

・道路下（一部民地）で複線シールドトンネルを函型トンネルに改築する。

・護岸、東モノ、首都高1号線、都清掃事務所等の基礎の防護工が必要。

・品川埠頭橋付近において首都高及びNTTの計画路線との交差があり調整

が必要である。 

 

3.用地関係 ・民地支障区間は約90m（750ｍ2）（JR用地は含まない） 

・施工ヤードとして東京電力用地を借地。 

・民地支障区間は約310m（3100ｍ2）（JR用地は含まない） 

4.協議関係 ・大汐線の単線運転扱い（JR東日本） 

・新幹線回送線近接工事（JR東海） 

・大井清掃工場内の建物等の受替え（都清掃局） 

 （敷地内の鉄道通過は認めないとの見解を示している）

・東モノ、首都高、八潮橋等の基礎の防護 

・東京電力用地の借地 

・首都高中央環状品川線（計画路線）との交差調整 

・NTT洞道（計画路線）との位置調整 

・松岡冷蔵、石川組倉庫、日本たばこ工場、日通商事、東洋製作所の基礎

受替え 

・護岸、東モノ、首都高1号線、都清掃事務所等の基礎の防護工 

5.新駅設置の可能性 

 ①駅名（仮称） 

 ②駅位置 

 ③駅勢圏人口 

 

 ④乗降人員 

 ⑤概算工事費 

 ⑥鉄道との結接 

・1駅設置 

・東品川St 

・9k500m付近（鮫洲公園付近） 

・居住人口40,900人 

・従業人口21,700人 

・約14,500人 

・約160億円 

・なし 

・2駅設置 

・東品川St              ・天王洲St 

・8k900m付近（日本たばこ産業工場付近）・7k700m付近（天王洲再開発地

区） 

・居住人口32,300人（40,800人）  ・居住人口10,100人 

・従業人口17,300人（23,000人）  ・従業人口26,700人 

・約 15,000人  （16,000人）  ・約 14,000人 

・約160億円             ・約160億円  

・なし  ※（ ）は新駅1駅の場合  ・東京モノレール 

6.都市計画との整合 

 

 

 

・大井町駅付近再開発事業 

・大崎駅付近再開発事業 

・日本たばこ産業㈱工場跡地再開発 

・八潮団地へのアクセスとしての対応は可能 

 

・大井町駅付近再開発事業 

・大崎駅付近再開発事業 

・天王洲総合開発計画 

・日本たばこ産業㈱工場跡地再開発 

・八潮団地へのアクセスとしての対応は可能。 

7.概算工事費 

 

・東テレ～大崎間1,190億円（分岐部の工事費370億円を含

む） 

 ※ H2 年度価格（清算事業団財産取得額、新駅工事費は

含まない。） 

・東テレ～大崎間1,180億円（分岐部の工事費360億円を含む） 

   ※ H2年度価格（清算事業団財産取得額、新駅工事費は含まない。）

8.事業採算性 

 

 

 

             新駅なし   新駅あり 

・損益累計好転年次    27年目    29年目 

・資金累計好転年次    30年目    32年目 

                    （東品川） 

             新駅なし     新駅あり 

・損益累計好転年次    27年目      30年目 

・資金累計好転年次    30年目      33年目  

                     （東品川、天王洲） 

エ、補助 26 ルートから補助 160 ルートへ 

 その後の調査・検討により、補助 26 ルートについては分岐部施工が難しく、工期、工

事費が大幅に増加すること、また天王洲アイル地区等沿線開発の具体化等によりルート

確定のための条件が変わったこと等を踏まえ、技術的検討を含め再評価を行った。この

結果、まず、当初の補助 26 ルートは分岐点をさらに南下させ、八潮北公園付近で分岐し、

大井清掃工場下を通り、京浜運河渡河部で当初ルートに合流する新ルートとした。この

ルートと補助 160 ルートについて工事の施工性、所要工期、概算建設費、中間駅設置の

可能性等の比較検討を行い(表 1-1-5-3)、補助 160 ルートを基本とすることで関係機関

と協議を重ね、平成 4 年度に補助 160 ルート案の採用を決定した。同時に、中間駅を天

王洲地区及び日本たばこ産業前に設置する方針も決定した。なお、両駅については、当

初建設費の概ね半額に相当する開発者の負担金を受けている。 
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表 1-1-5-3 補 26 ルートと補 160 ルートの評価 

3．沿線開発の概況 

第二期区間は、臨海副都心や天王洲アイルなどのベイエリア、大井町や大崎などの既

成市街地を通過する路線であり、江東区、港区、品川区の 3 区を通っている。 

臨海副都心は、第一期区間が開通した直後の平成 8 年 4 月に“まちびらき”が行われ

て以来、業務、商業、住宅などのビルや施設が順次建設され、東京の代表的な観光スポ

ットとして賑わいを見せている。開発の進捗は、開発フレームの半分にも満たない状況

であるが、各街区において着実に開発が進んでおり、開発ポテンシャルの極めて大きい

地域となっている。 

また、有明運河の埋立て、新交通「ゆりかもめ」の豊洲延伸、広域幹線道路の建設等

の都市基盤整備も順調に進められている。 

東品川地区では、既に開発が一段落している天王洲アイルの他に、再開発地区である

品川シーサイドフォレストで業務、住宅、ホテルなどの建設が進められており、臨海副

都心線の全線開業に合わせて一部がオープンしている。その他の地区でも工場跡地にマ

ンション建設が盛んに行われ、ベイエリアが一変されつつある。 

大崎地区では、既に完成している東口駅前の再開発に続き西口や周辺地区で再開発が

進められており、今後、副都心としてのさらなる変貌が期待されている。 

二期区間沿線の各開発地区の現状と計画は次のとおりである。 
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(1)臨海副都心地区 

臨海副都心は、東京の 7 番目の副都心として計画され、都心から概ね 5km 圏に位置す

る 442ha の大規模開発エリアである。各地区の現状、開発の見通し、開発フレームなど

は以下のとおりである（表 1-1-5-4～5）（図 1-1-5-2）。 

①台場地区（東京テレポート駅北側） 

アミューズメント、ホテル、オフィス、海浜公園など、多くの人々が訪れ、活気に満

ちあふれており、ほぼ完成している。また、公営の賃貸住宅や学校などの居住空間も隣

接しており、「職」、「住」、「遊」が融和した地区でもある。 

②青海地区（東京テレポート駅南側） 

アミューズメント、温泉テーマパーク、博物館、オフィスなどがオープンしているが、

一方では、「都民提案街区」をはじめ多くの街区が未開発の状態で残されている。今後、

美術館の建設などが予定されている。 

③有明北地区（国際展示場駅北側） 

清掃工場、下水処理場、有明テニスの森公園などの公共施設のほか、臨海副都心開発

以前からの居住・業務地区がある。現在、新たな開発はほとんどなされていないが、今

後、海域の埋立や「ゆりかもめ」豊洲延伸による新駅が完成し、住宅を中心とする開発

が期待される。 

④有明南地区（国際展示場駅南側） 

国際展示場を中心に、ホテル、ショールーム、オフィスなどで賑わいを見せている。

今後、新たに業務・商業ビルの建設が計画されている他、有明の丘に病院や防災公園な

どの広域防災拠点が整備される予定である。 

   表 1-1-5-4 臨海副都心の開発フレームと進捗状況    （単位：人） 

従業人口 居住人口 
地区名 

フレーム 平成 13 年度実績 平成 13 年度達成率 フレーム 平成 13 年度実績 平成 13 年度達成率

台 場 16,000 18,000 113% 5,500 4,710 86% 

青 海 22,000 9,000 41% 6,500 920 14% 

有明北 14,000 0 0% 28,000 0 0% 

有明南 18,000 7,000 39% 2,000 0 0% 

計 70,000 34,000 49% 42,000 5,630 13% 
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表 1-1-5-5 臨海副都心の開発計画 

区分 年 度 都市の開発状況 主な施設の整備状況または計画 

Ⅰ ～平成 7 年度 ・都市活動の開始に必要な都市基盤

や拠点施設が整備。 

・台場地区が概成。 

・りんかい線（新木場～東京テレポート）

・ゆりかもめ（新橋～有明） 

・レインボーブリッジ 

Ⅱ ～平成 17 年度 ・交通アクセスの充実。 

・有明北地区の埋立が完成。 

・有明南地区が概成。 

・りんかい線（東京テレポート～大崎）

・ゆりかもめ（有明～豊洲） 

・放射 34 号線（晴海通り）の延伸。 

・環状 2 号線の一部。 

・有明北地区の埋立。 

Ⅲ ～平成 27 年度 ・域内の都市基盤が完了。 

・広域的交通基盤がほぼ完了。 

・青海及び有明北地区が概成。 

・環状 2 号線の延伸。 

・補助 314 号線の一部。 

・補助 315 号線。 

Ⅳ 平成 28 年度～ ・全ての地区でまちが完成、発展。  

 

図 1-1-5-2 臨海副都心計画図

(2)天王洲アイル 

天王洲アイル地区は、オフィスを中心とするビル群が平成 3 年から 8 年にかけて順次

完成し、就業人口約 2 万 1 千人、居住人口約 4 千人の開発エリアとなっている。当地区

には、この他に計画・構想のある未開発区域があるが、現在、具体的な動きはない。 

当地区には、地上交通と分離されたデッキである「スカイウォーク」が整備されてお

り、ビル街と臨海副都心線及び東京モノレールが結ばれている。また、東京モノレール

羽田空港方面ホームの南端に新たに出入口を設け、臨海副都心線との乗換え利便性の向

上を図っている。 
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(3)品川シーサイドフォレスト 

品川シーサイドフォレスト地区は、新駅の設置を契機に日本たばこ産業跡地等に市街

地再開発事業として進められている面積約 9.6ha、計画従業人口約 1 万 3 千人、計画居

住人口約 3 千人の開発地区である（図 1-1-5-3）。 

当地区には、オフィス、大型ショッピングセンター、ホテル、都市公団の賃貸住宅が

計画されており、平成 14 年秋に一部がオープンしている。今後、平成 16 年までにその

他の施設が順次完成する見込みであり、品川シーサイド駅と当地区とは、地下連絡通路

で直接結ばれる。 

図 1-1-5-3  品川シーサイドフォレスト 

(4)大井町駅周辺地区 

大井町周辺地区は、品川区の行政、文化、商業業務、交通の中心地として発展し、区

画整理によって基盤整備がなされ、駅前の再開発整備地区は商業拠点になっている。周

辺には、昔ながらの繁華街があり、防災面を踏まえた再開発構想もあるが具体的に動い

ていない。 

臨海副都心線の乗入れに伴い、JR 東日本や東急電鉄の駅施設の改良が行われた他、新

設駅とショッピングビルが地下で直結されるなど、交通結節点、商業拠点としてさらな

る発展が期待できる。 

(5)大崎駅周辺地区 

大崎駅周辺地区では、東口駅前の再開発や工場跡地等へのマンションやオフィスビル
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の建設が行われ、東京の副都心にふさわしい街並みが形成されつつある。また、同地区

は、平成 14 年 7 月に都市再生特別措置法に基づく「都市再生緊急整備地域」に指定され

ている。 

 臨海副都心線の全線開業を契機に埼京線が大崎まで延伸したほか、湘南新宿ラインの

停車駅にもなり、交通結節点としての機能も担うようになった。 

現在、西口一帯の工場跡地を中心に再開発等の計画が具体化の方向にあり、開発ポテ

ンシャルはさらに大きくなっている。 

第 6 節 都市計画手続き 

 従来、鉄道では、連続立体化事業等を除いて都市計画決定の手続を行っておらず、第

一期区間も手続はなされていないが、第二期区間の多くは道路下の空間を活用するため

道路占用の都市計画手続を行った。都市計画決定の流れは図 1-1-6-1 に示すとおりであ

り、環境影響評価の手続と時期的整合性を図りつつ進められた。 

図 1-1-6-1 都市計画決定の流れ 

1．素案説明会 

 都市計画案を作成する前段として、たたき台ともいうべき都市計画素案を作成し、説

明会を平成 6 年 9 月 27 日～30 日の 4 日間で沿線各地において開催した。説明会では、

路線の縦断図、平面図、駅の断面図、工事の進め方等をパンフレット及びスライドを利

用して説明し、その後質疑応答を行った。説明会には 4 回で 400 名弱が出席し、埼京線
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や京葉線との乗入れや工事の内容、駅の出入口等の質問があった。 

2．都市計画案説明会 

 素案説明会での質問内容等も考慮し、都市計画案と環境影響評価書案の作成を行い、

両案の説明会を素案説明会と同様に、平成 7 年 3 月 20 日～24 日の 4 日間沿線で開催し

た。説明会には延べ約 400 名以上が出席した。質疑は、前回と同様に工事の進め方や駅

の出入口等についてなされた。 

3．都市計画決定 

 都市計画案は、その後、東京都市計画地方審議会に付議、了承された後、平成 8 年 3

月 7 日に都市計画決定された（資料 1-1-6-1）。また、環境影響評価書案については、都

民の意見書に対して見解書を作成して説明会を開催した後、東京都市計画地方審議会の

開催と同日に環境影響評価書を提出した。 

資料 1-1-6-1 東京都告示第 210 号 
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第 2 章 事業免許・工事施行認可の手続き 

第 1 節 事業免許申請 

 臨海副都心線の建設は、臨海部の開発計画に合わせ二期に分けて行われた。 

第一期区間は新木場～東京テレポート間 4.9km であり、平成 3 年 11 月に免許を取得し、

平成 8 年 3 月に開業した。第二期区間の東京テレポート～大崎間についても、第一期区

間開業前の平成 6 年 3 月に申請を行い、同年 11 月に取得している。 

 免許取得の主な理由は、大崎駅で JR 埼京線と接続することにより、 

①新たな広域的ネットワークが構築されること 

②臨海副都心と池袋、新宿、渋谷、大崎の 5 つの副都心が都市高速鉄道で結ばれ、臨 

 海副都心線の育成が更に促進されること 

③天王洲地区や東品川地区の地元の街づくりに多大な効果が期待できること 

などとさ れている。 

第 2 節 工事施行認可 

 東京臨海高速鉄道は、第二期区間の鉄道事業免許取得後、工事施行認可を平成 7 年 11

月 10 日付けで申請し、同年 12 月 28 日付鉄施 293 号で認可を受けた。その後、届出を含

めた工事計画の認可変更は18回行っている。表1-2-2-1に工事計画の変更の経緯を示す。 

 また、第二期線の延伸施工に伴い、第一期線部分の新木場～東京テレポート間の鉄道

施設を変更する必要が生じ、表 1-2-2-2 に示す変更手続きを行っている。 

第 3 節 設計特例制度の適用 

 認定鉄道事業者制度は、平成 11 年 5 月に公布、平成 12 年 3 月 1 日から施行された改

正鉄道事業法において、鉄道事業法規則の一項目として制定された。 

 この制度の趣旨は、鉄道事業に係る安全規制の合理化の施策として、従来の設計管理

者制度に代えて、国土交通大臣の認定を受けた鉄道施設・車両の設計に関する業務を一

体的かつ有機的に実施する鉄道事業者においては、鉄道施設・車両を設計し、かつその

設計が技術上の基準に適合することを確認した場合には、工事の施行の認可申請に際し、

従来の設計管理者制度を活用した場合よりも簡略化された手続きによることができると

されている。 

 設計管理者制度は、技術力を保有する特定の人物に設計確認の権限を与えていたが、

しゅん功確認については国が行っていた。これに対し、認定鉄道事業者制度は、「組織」

を認定の対象とし、しゅん功確認についても権限を与えている。 

 鉄道公団については、鉄道事業法第 14 条第 5 項により「鉄道事業者は、日本鉄道建設

公団が十分な能力を有するものとして省令で定める範囲の鉄道施設について設計を行っ

たときは、工事の施行の認可申請等に際し、運輸省令で定める簡略化された手続きによ 

ることができる」（鉄道公団設計特例制度）とされ、鉄道公団が十分な能力を有するもの
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として定める鉄道施設の設計については、鉄道公団の有する能力の適正な活用を図り、

鉄道施設の安全性を担保する観点から、鉄道公団が当該設計の確認及び完成後の鉄道施

設に対するしゅん功確認（検査）を適切に実施するものをその対象とするとされた。 

 第二期線の工事計画の変更手続きについては、「臨海副都心線の工事の施行に関する

細目覚書」第 4 条（設計の変更）に基づき東京臨海高速鉄道から鉄道公団東京支社長に

協議があり、鉄道公団からの了承回答後、同社は関東運輸局に工事計画変更認可申請（又

は届け出）を行っている。関東運輸局からは同社に対し許可書が交付され、同日付けで、

公団総裁あてに工事計画の変更認可を同社に行った旨の通知がなされる。 

 なお、平成 14 年 8 月 30 日に行った第 14 回から最終の平成 15 年 3 月 6 日の第 18 回ま

での工事計画の変更については、鉄道公団設計特例制度により手続きが行われており、

従来行っていた鉄道公団と東京臨海高速鉄道との協議は省略され、東京臨海高速鉄道か

ら関東運輸局への届出のみで手続完了となることから大幅な簡素化が図られている。 

第 4 節 道路下敷設許可 

 第二期区間は、延長 7.3km のうち 3.4km が道路下を縦断的に占用するため、鉄道事業

法第 61 条第 1 項ただし書きに基づく道路下敷設許可を平成 8 年 5 月 14 日付けで建設大

臣から取得している。その後、工事施行認可を平成 8 年 8 月 30 日に受け、さらに国道、

都道、港区道、品川区道の各道路管理者から工事施行方法承認を取得し、道路下での工

事に着手している。平成 13 年 3 月に国の規制緩和の一環で、鉄道事業法第 61 条第 1 項

ただし書に基づく道路下敷設許可についても、迅速な対応、手続きの簡素化の観点から、

解釈・運用の変更がなされた。これにより、道路下における鉄道施設の計画変更があっ

た場合には、建設大臣の変更許可及び各道路管理者の変更承認を取得する必要がなくな

り、代わって各道路管理者から道路法第 32 条に基づく道路占用許可を取得することとな

った。このため、平成 13 年度以降は、都道及び品川区道路管理者占用許可を取得して工

事を進めた。道路下敷設許可関連の経緯を表 1-2-4-1 に示す。 
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第 5 節 環境アセスメント 

 第二期区間（東京テレポート～大崎間）の建設事業を行うにあたり、東京都環境影響

評価条例に基づく環境アセスメントを実施した。手続きは、事業者である東京臨海高速

鉄道が行っており、環境影響評価書案を平成 7 年 1 月に提出し、評価書案の縦覧、地元

説明会の開催を経て、平成 7 年 7 月に見解書を提出した。その後、平成 7 年 12 月に環境

影響評価書を作成提出した。工事着工後は、条例に基づき平成 15 年 3 月までに事後調査

（施工中）を 8 回行い、それぞれ報告書を提出している。最終的には平成 16 年 3 月に工

事完了後の報告書を提出し、環境アセスメントの一連の手続きが終了することになる。 

 評価の対象項目は、大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤沈下、地形・地質、史跡・

文化財となっている。 

 なお、車両基地への基地線部分については、東京都と調整した結果、側線の扱いで環

境アセスメントの対象事業から除外されている。 

 

第 3 章 工事施行体制 

第 1 節 概要 

 臨海副都心線第二期事業区間の施工は、東京テレポートから大崎駅手前 11km775m 間は、

鉄道公団の民鉄線工事として指示がなされている。このうち 11km082m～11km775m の約

700m 間については、JR 東日本東京工事事務所に委託しており、11km775m 以降大崎駅終

点までの間については、東京臨海高速鉄道の自社工事ではあるが、JR 東日本東京工事事

務所に委託されている。 

 なお、大井町駅での JR 線及び東急大井町線との連絡設備についても JR 東日本東京工

事事務所、東急電鉄にそれぞれ委託し施行した。 

第 2 節 鉄道公団の体制 

 現地事務所として、京浜急行から借地した品川区の京急本線青物横丁駅付近の高架下

に 2 階建ての仮設建物を建設し、東京支社は、土木・軌道関係を監督する品川鉄道建設

所、建築関係の品川鉄道建築建設所及び機械設備関係の品川鉄道機械建設所を設置し、

関東支社は電気関係の品川鉄道電気建設所を設置した。また、支社の体制は、東京支社

には工事課を 2 課（第 4 課及び第 5 課、後に第 3 課・4 課に課名変更、平成 14 年 12 月 1

日開業後は工事第 3 課）設置し、建築、機械については各課内の係体制で対応した。 

 また、電気関係は関東支社の電気管理課、信号課、通信課、電車線課、変電課、電力

課がそれぞれ係体制で対応した。 

第 3 節 東京臨海高速鉄道の体制 

 東京臨海高速鉄道は、直接工事発注を行っていないが、建設部建設課、開業準備室、

施設課を中心に、鉄道公団の関係箇所と連携を取りながら鉄道事業者としての施設建設 
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にあたった。 

第 4 節 JR 東日本東京工事事務所の体制 

 JR 東日本においては、土木、軌道、建築及び機械関係は東京工事事務所が担当し、東

海道・総武課、操軌課、鉄道設備課及び機械課が工事を発注し、品川工事区及び新宿工

事区が施工管理を行った。また、電気関係については、東京電気工事事務所が担当し、

同事務所実施課が工事発注を行い、東京電気工事区が施工管理を行った。 

第 5 節 工事施工に関する連絡会議 

1．臨海副都心線三者協議会 

 臨海副都心線整備にあたり、特に JR 東日本既存鉄道施設に直接係わる技術的諸問題に

ついて相互に連絡調整を図るため、JR 東日本東京工事事務所、東京臨海高速鉄道、鉄道

公団の三者間で「臨海副都心線三者協議会」を設置した。これらの中で各主体の業務分

担を以下のように明確にし、事業の推進に速やかに対応することとした。 

(1)メンバー（協議会） 

東京臨海高速鉄道     建設部長、計画課長、建設課長 

鉄道公団東京支社     工事第二部長、工事第四課長、工事第五課長 

JR 東日本東京工事事務所   次長、工事第一課長 

(2)委託区間 

ア、鉄道公団から JR 東日本 

①車両基地新設に伴う東京貨物ターミナル JR 鉄道施設の支障移転 

  ・東海道貨物支線線路移動、電力訓練設備移設、保守基地移設、その他附帯設備等 

   移設 

 ②JR 大井町駅の旅客設備支障改修 

・駅ビル口（乗越こ線橋、ホーム階段） 

・東急口（連絡こ線橋、ホーム階段） 

③第二広町トンネル～大崎駅間の臨海副都心線新設、大崎支線の支障移転 

・箱型トンネル(420m)、U 型擁壁(70m)、土留擁壁(120m)、土留壁 100m 

・大崎支線（高架橋、盛土、土留擁壁、土留壁、強化路盤） 

イ、東京臨海高速から JR 東日本 

 ①大崎駅 

・乗降場（2 面 4 線）、連絡通路、階段、線路下横断管路、土留擁壁改築、強化路盤 

②山手電車区 

・車両洗浄機、配線変更 

③大井工場 

  ・建物・機械設備・電気設備等支障移転、配線変更、排水処理槽移設、線路仮受工 
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(3)部外協議 

臨海副都心線二期線の建設計画に関わる事項については、東京臨海高速鉄道において 

主体的に行うが、次のとおり分担することとした。 

ア、東京臨海高速鉄道及び鉄道公団東京支社から JR 東日本東京工事事務所に施工委託す

る区間の工事に関る部外協議のうち、JR 東日本東京工事事務所が工事の施工協定を締

結する前に既に工事計画を確定し、部外協議に耐える状態になっている事項について

は、それぞれの工事の施工委託者側において部外協議を主体的に進める。 

イ、JR 東日本東京工事事務所が東京臨海高速鉄道と鉄道公団東京支社より受託して施工

する工事のうち、工事施工と密接な関係を有する内容及び受託以前には協議に耐える

状態とならない内容の工事に関わる部外協議については JR 東日本東京工事事務所に

おいて主体的に協議を行う。 

2．臨海副都心線第二期連絡会議（東京臨海高速鉄道・鉄道公団） 

 平成 8 年 2 月 8 日付け「臨海副都心線第二期の工事の施行に関する細目覚書」第 6 条

に基づき、臨海副都心線二期工事の施行に関して相互協力、関係業務の適正かつ円滑な

遂行を図ることを目的に平成 9 年 4 月 21 日に設置された。また、連絡会議の下に「用地

分科会」、「土木分科会」及び「設備分科会」の 3 分科会を設置している。 

(1)メンバー 

東京臨海高速鉄道     代表取締役専務（主任技術者）、常務取締役、総務部長  

             建設部長（幹事） 

鉄道公団東京支社     支社長、用地第一部長、工事第一部長、工事第二部長

（幹事）、設備部長 

鉄道公団関東支社     電気第一部長 

 

第 4 章 工事保安対策 

第 1 節 概要 

 鉄道公団の工事保安体制は、本社及び各地方機関毎に｢工事事故防止対策委員会｣、

｢同連絡協議会｣等を設置し、建設工事に関する事故の防止、事故が発生した際の原因

及び再発防止策の検討を行い、安全に工事の施工が推進できる体制としている。また、

無事故無災害を目指す取組みとして、優良事業所等に対して安全表彰を行っている。 

1. 工事保安対策への取組み 

(1)本社 

 副総裁を長とする｢工事事故防止対策委員会｣において審議を行い、年度初に日本鉄道

建設公団事故防止重点項目を定めている。 

 また、上期と下期の年 2 回、各地方機関の工事事故防止監査を実施している。 
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(2) 支社 

 東京、関東両支社はいづれも支社長を長とする「〇〇支社工事事故防止対策委員会」

を置し、事故防止に関わる諸活動を行っている。 

 初年度には［〇〇支社工事事故防止対策重点項目］を定めるほか、支社独自の事故防

止監査を、5 月のゴールデンウィーク、お盆・年末年始の連休前及び 2 月期に実施して

いる。 

 また、年度初に請負者を含めた「〇〇支社工事事故防止対策連絡協議会」を開催し、

工事事故防止に関する公団の年度方針を説明しその推進の徹底を図るほか、支社の表彰

内規に基づき安全優良事業所、優良請負者の表彰を行っている。 

(3) 品川鉄道建設所、品川鉄道建築・機械・電気各建設所 

 現業機関においては、土木及び設備のそれぞれの地区工事事故防止対策協議会を公団

建設所と請負者とで組織し、月 1 回現場の安全パトロールを実施し工事の事故防止を推

進した。 

2. 工事事故の概要（土木･軌道･建築･機械･電気） 

 東京支社管内・臨海線二期工事（電気を除く）では、一般作業事故 12 件、第三者事故

1 件、関東支社管内（電気）では一般作業事故が 2 件発生したが、ともに死亡事故はな

かった。なお、重大事故は、表 1-4-1-1 の第三者事故 1 件であった。 

          表 1-4-1-1  重大事故 

発生日時場所            事故概要 

11 年 9 月 29 日 

    22 時 00 分 

 

臨海,天王洲 St 他１ 

新木場起点 7km653m 

土留壁始点左隅角部GL-25.4m付近から、200 ㍑/分（一時

最大 4,500 ㍑/分）の出水に伴い、土砂約 470ｍ3が流出し

た 

翌 9月 30 日 3時 20 分には(財)東京都駐車場公社の駐車場

が約 130ｍ3(15m×12m最大深さ 4.2m)陥没した。 

 

第 2 節 市街地保安対策 

 臨海副都心線第二期区間の工事については狭隘な市街地での工事であることから、各

施工業者においては、東京支社策定の「工事保安対策要領」（東支達第 6 号：昭和 63 年

6 月 24 日）に基づき市街地工事管理者を選任し、別途選任された市街地保安管理者及び

施工管理者と工事施工に伴う事故防止に努めた。また、作業事故が発生した場合は、同

要領に定める「直ちに応急措置を施すとともに関係機関及び監督員等に連絡し、その指

示を受けること。」に基づき、施工計画書に記載された緊急時連絡フローにより、監督建

設所、東京支社、本社に報告等がなされている。 

第 3 節 暫定開業・全線開業時の保安対策 

1．東京テレポート～天王洲アイル間（暫定開業時） 

 臨海副都心線第二期区間の開業に関連して、変電所、配電所及び電路設備の使用開始
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に伴う保安対策については、「工事の施行に関する細目覚書（平成 8 年 2 月 8 日）」第 3

条により取り交わされた「保安対策等に関する確認書」（工事第二部長・電気第一部長、

建設部長・運輸部長）及び「工事の施行に伴う手続き等に関する細目確認書」（品川鉄道

建設所・品川電気鉄道建設所、設備管理区長）に基づき、平成 12 年 11 月 2 日から訓練

運転開始日前日（平成 13 年 1 月 26 日）までの間の監視体制について、鉄道公団関東支

社、東京支社及び東京臨海高速鉄道の間で申し合わせが行われ、東京臨海高速鉄道制定

の「施設・電気等作業統制標準」（運輸部達第 309 号、平成 11 年 9 月）を基に、関東支

社は、「臨海副都心線二期電気設備加圧期間中の作業統制要領（関支達第 10 号、平成 12

年 10 月 2 日）を策定し、東京支社では「臨海副都心線二期東京テレポート駅・天王洲ア

イル駅間の作業統制要領」（東支達第 4 号、平成 12 年 10 月 11 日）等を策定した。なお、

各区間の作業統制要領の適用は以下のとおりである。 

(1)東京テレポート駅～品川埠頭変電所間 

  東京臨海高速鉄道制定の「施設・電気等作業統制標準」 

(2)品川埠頭変電所～天王洲アイル駅間（車両基地及び入出区線を含む） 

 「臨海副都心線二期電気設備加圧期間中の作業統制要領」（関支達第 10 号）及び「軌

道モーターカー等運転取扱要領」（東支達第 6 号、平成 6 年 7 月） 

(3)訓練運転開始日以降の取扱い 

 「施設・電気等作業統制標準」（運輸部達第 309 号） 

2． 天王洲アイル～大崎間（全線開業時） 

 天王洲アイル駅の終点方 8kｍ030ｍは、暫定開業に伴い電車線路絶縁挿入箇所となっ

ているため、天王洲アイルとこの間については、東京臨海高速鉄道制定の「施設・電気

等作業統制標準」運輸部達 309 号によることとし、平成 14 年 5 月 28 日の電車線加圧か

ら適用することとした。残る大崎までの区間については、平成 14 年 7 月 1 日から 8km030m

の電車線路絶縁撤去日（平成 14 年 10 月 3 日）までを期間とし、鉄道公団関東支社、東

京支社及び東京臨海高速鉄道の間で申し合わせが行われ、関東支社では「臨海副都心線

二期電気設備加圧期間中の作業統制要領」（関支達第 8 号、平成 14 年 6 月 24 日）を策定

し、東京支社では「臨海副都心線二期（新木場起点 8km030m～11km775m 間）の作業統制

要領」（東支達第 4 号、平成 14 年 6 月 24 日）、「軌道モーターカー等運転取扱要領」（東

支達第 9 号、平成 14 年 2 月改正）等を策定した。 

 なお、電車線路絶縁撤去日（平成 14 年 10 月 3 日）以降については、東京臨海高速鉄

道制定の「施設・電気等作業統制標準」によることとされた。 
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資料 1-4-3-1(1) 暫定開業時作業統制要領 
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資料 1-4-3-1(2) 暫定開業時作業統制要領 
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東京臨海高速鉄道株式会社 品川鉄道電気建設所長
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資料 1-4-3-2(1) 全線開業時作業統制要領 
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資料 1-4-3-2(2) 全線開業時作業統制要領 
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東京臨海高速鉄道株式会社 品川鉄道電気建設所長 
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第 5章 行賞 

第 1節 部内表彰 

1．総裁表彰 

 平成 14 年 12 月 1 日の臨海副都心線工事（二期区間）のしゅん功開業にあたり、平成 8年

3 月以来の工事を無事しゅん功させた東京支社・関東支社の功績に対し、平成 14 年 12 月 16

日総裁から表彰状が授与された。 

2．東京支社長表彰 

 臨海副都心線工事（二期区間）のしゅん功開業にあたり、旺盛な熱意をもって業務に精励

し、幾多の困難を克服してこれを完成させたことに対して、平成 14 年 12 月 6 日東京支社長

から品川鉄道建設所・品川鉄道機械建設所及び品川鉄道建築建設所に表彰状が授与された。 

3．関東支社長表彰 

 臨海副都心線工事（二期区間）のしゅん功開業にあたり、旺盛な熱意をもって業務に精励

し、幾多の困難を克服してこれを完成させたことに対して、平成 14 年 12 月 4 日関東支社長

から品川鉄道電気建設所に表彰状が授与された。 

第 2節 部外協力団体への感謝状 

1．東京支社長感謝状 

 臨海副都心線（二期区間）の建設工事にあたり、旺盛な熱意と優秀な技術力を結集し困難

な施工条件のもとで尽力し完成させたこと及び天王洲アイル駅の「ゆとりの空間」事業に協

賛し、地下駅空間の文化的価値を高めたことに対して、東京テレポート・天王洲アイル間を

平成 13 年 3 月 30 日付けで、さらに天王洲アイル・大崎間を平成 14 年 12 月 1 日付けで関係

事業者に対し感謝状を贈呈した（表 1-5-2-1）。 

 

表 1-5-2-1 東京支社長感謝状贈呈先 

(1) 東京テレポート・天王洲アイル間（20 社） 

大 成 建 設 ㈱ 

前 田 建 設 工 業 ㈱ 

五 洋 建 設 ㈱ 

東 亜 建 設 工 業 ㈱ 

飛 島 建 設 ㈱ 

三 菱 建 設 ㈱ 

西 武 建 設 ㈱ 

住 友 建 設 ㈱

ア イ サ ワ 工 業 ㈱

不 動 建 設 ㈱

㈱ 交 通 建 設

双 葉 工 業 ㈱

㈱ 大 気 社

フ ジ テ ッ ク ㈱

東日本ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾃｯｸ㈱ 

三 菱 電 機 ㈱ 

ダ イ ダ ン ㈱ 

第 一 建 設 工 業 ㈱ 

京 急 建 設 ㈱ 

日 本 航 空 ㈱ 
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（2）天王洲アイル・大崎間（21 社） 

㈱ 大 林 組           

佐 藤 工 業 ㈱           

東 急 建 設 ㈱           

西 松 建 設 ㈱           

㈱ 鴻 池 組           

㈱ 間 組           

三 井 建 設 ㈱           

大 豊 建 設 ㈱          

㈱ 青 木 建 設          

㈱ フ ジ タ          

ユ ニ オ ン 建 設 ㈱          

㈱ 三 晃 空 調          

三 機 工 業 ㈱          
ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本ﾒｶﾄﾛﾆｸス㈱          

㈱ 日 立 製 作 所           

東 芝 エ レ ベ ー タ ㈱           

新 日 本 空 調 ㈱           

ﾊ ﾟ ｼ ﾌ ｨ ｯ ｸ ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝ ﾂ㈱           

日 本 交 通 技 術 ㈱           
JR 東日本東京工事事務所 

東 京 急 行 電 鉄 ㈱           

     

2. 関東支社長感謝状 

 臨海副都心線（二期区間）の建設工事にあたり、旺盛な熱意と優秀な技術力を結集し困難

な施工条件のもとで尽力し完成したことに対して、以下の 8社に平成 14 年 12 月 1 日付けで

感謝状を贈呈した（表 1-5-2-1）。 

 

表 1-5-2-2 関東支社長感謝状贈呈先  

千 歳 電 気 工 業 ㈱            

日 本 電 設 工 業 ㈱            

鉄 道 信 号 ㈱            

新 生 テ ク ノ ス ㈱           

東 邦 電 気 工 業 ㈱           

㈱ 日 立 製 作 所           

八 千 代 電 設 工 業 ㈱            

電 気 技 術 開 発 ㈱            

 

第 3 節 部外表彰 

1．土木学会技術賞 

（1）「伸縮スポーク方式によるシールドの挿入式拡径と径の異なる地中接合技術の確立」

（推薦者：山本稔 都立大名誉教授）により、平成 13 年度土木学会技術賞（Ⅰ部門）を 5

月 31 日土木学会総会にて受賞した。 

 受賞者は東京支社と施工の 3JV（佐藤・鴻池・大豊 JV、大林・戸田・東急 JV、熊谷・間・

フジタ JV）の連名である。 

（2）「首都圏の新しい鉄道ネットワークを形成するりんかい線の建設」（推薦者：山本稔 都

立大名誉教授）により、平成 14 年度土木学会技術賞（Ⅱ部門）を 5月 30 日土木学会総会に

て受賞した。 

 受賞者は、東京支社と JR 東日本東京工事事務所、東京臨海高速鉄道の連名である。 
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